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はしがき 

 

この心得は航空自衛隊第１１飛行教育団が行う入札及び見積に参加し、物品の売買、

製造、修理、その他の役務等及び工事について契約を締結し、給付の完了の確認後に 

契約金額受領に至るまでの事務手続及び心得を示したものです。信義誠実の原則に基

づき、円滑な契約業務の推進にご協力をお願いいたします。何かご不明点や疑義等が

ありましたら、会計隊契約班にお問い合わせください。 

また、より良い契約業務を行うため、皆様方の専門的知見及び新しいニュース等（特

に新製品、規格の改廃及び定価の改訂等）を提供していただけますと幸いです。もし

ご意見ご要望等がございましたら、遠慮なくご連絡ください。 

 

令和８年 １月 ８日 

 

                     航空自衛隊第１１飛行教育団 

契約担当官 
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第１章 国と結ぶ契約について 

当隊（国）が皆様と結ぶ物品の売買、製造、修理、その他の役務等及び工事の契約

については、法律（遅防法、建設業法）において「当事者は、各々の対等な立場にお

ける合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければな

らない」と定められており、国といえども私人の立場と同様に、民法や商法の私法に

基いて行われる契約です。 

民法の契約の意義には「契約とは、当事者の相対する二つ以上の意志表示の合致に

よって成立する法律行為」と言われており、決して国家機関として恩恵を施したり拘

束したりするというものではありません。つまり、契約は自衛隊と皆様が対等の立場

で締結し、信義誠実の原則に従って履行を完了するものです。 

 

第２章 契約手続の概要 

契約手続の手順は次のとおりです。 

１ 資格を取得します。（第３章参照） 

２ 入札又は見積に参加します。（第４、５章参照） 

３ 入札書又は見積書を提出します。（第５章参照） 

４ 開札又は見積合わせにより、落札者を決定します。（第６章参照） 

５ 契約を締結します。（第７章参照） 

６ 給付の完了後、検査を受けます。（第８章参照） 

７ 請求書を提出し、契約金額の支払を受けます。（第９章参照） 

 

第３章 競争参加資格申請 

当隊の入札又は見積に参加する際に資格が必要となりますが、その資格には大別し

て２種類あります。契約を希望する種別に応じて資格申請を行って下さい。 

１ 工事資格：建設工事、測量・建設コンサルタント等 

工事資格申請は、当隊で受付できません。防衛省・自衛隊ＨＰに申請要領等が掲 

載されていますので、ご確認ください。 

２ 統一資格：物品の製造、物品の販売、役務の提供等、物品の買受け 

 (1) 統一資格は、当隊で受付可能です。受付後、順序を経て審査され、統一資格事

務処理センターより資格決定通知書が郵送されます。 

 (2) 統一資格は、全省庁に共通して有効となります。 

 (3) 変更届は、いずれの受付機関でも提出可能です。 

 (4) インターネットによる申請も可能です。 

     

第４章 契約の方式について 

国が契約を結ぶ場合は、次の３方式があります。 

１ 一般競争契約 

契約の内容及び入札条件等を広く一般に公告して、一定の資格を有している不特

定多数の希望者から、できる限り多くの方に入札に参加して頂き、国に最も有利な

条件を提示された方と契約を締結する方法をいいます。 
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２ 指名競争契約 

資力及び信用等の面から国が定める要件に合致する方を国が指名し、その中で入

札を行い、国に最も有利な条件を提示された方と契約を締結する方式をいいます。 

３ 随意契約 

競争に適さない契約の場合、緊急の必要により競争契約できない場合、契約金額

が少額の場合、その他の法令に定める場合に、国が適当と判断する方から見積を頂

き、契約を締結する方法をいいます。 

 

第５章 入札及び見積の実施 

１ 入札及び見積の通知 

契約を行う場合は、契約担当官が一般競争契約、指名競争契約又は随意契約のい

ずれかの方式を決定します。指名競争契約の場合は入札通知書を、随意契約の場合

は見積依頼書をそれぞれ必要とする時期に選定業者に送付いたします。一般競争契

約の場合は、公告(第４項参照)いたしますので、ご確認下さい。 

なお、金額が少額な場合又は急を要する場合の見積は、係員が電話でお問い合わ

せし、特に見積依頼書を送付しないこともありますので、ご協力願います。 

２ 入札説明会又は現場説明会 

（1） 入札及び見積を行う前に、適当な日時を選定して入札説明会又は現場説明会を 

実施することがあります。これは、図面及び仕様書の補足並びに現場を見ないと

誤解を生じやすい事項等を説明して明らかにし、将来の紛争を未然に防ぐため、

必要がある場合に実施するものです。 

ただし、説明会を実施しない場合でも、公告等及び仕様書の内容について照会

に応じます。 

（2） 説明会がない場合は、入札通知書又は見積依頼書の内容（特に品目、規格、仕

様書、図面及び納期）を十分にご検討のうえ、入札及び見積をして下さい。 

なお、疑義等がありましたら、担当者まで連絡して下さい。 

３ 入札保証金 

入札保証金は、入札者が落札者になっても契約を結ばないという事態を防止する

ため、また、万一契約を結ばない場合に損害賠償の請求を容易にするために、あら

かじめ保証金として見積金額の１００分の５以上を入札前に納付させる制度です。    

また、入札保証金は、入札終了後に返金されます。 

なお、契約担当官の判断により、入札保証金を免除する旨を記載した公告又は入

札通知書が発簡された場合は、入札保証金の納付が免除されます。 

４ 入札の実施 

（1） 入札は、契約担当官が指定した場所で行います。公告又は入札通知書に日時及

び場所等の必要事項を明示しますので、ご確認願います。 

（2） 郵便による入札は、契約担当官に許可された場合に限り有効となります。 

（3） 入札に際して特に注意すべき事項は次のとおりです。 

ア 公告及び入札通知書の指定日時までに到着するように交通事情等を考慮のう

え、遅れることのないようにして下さい。 



－５－ 

イ 品目、規格、仕様書及び図面等を熟読して、不明な点等があれば、入札前に

照会して下さい。入札後に内容の異議の申し立ては受け付けられません。 

ウ 契約は、契約書及び請書の作成又は省略の如何を問わず、航空自衛隊標準契

約条項を適用します。 

エ 入札者が代理人である場合は、委任状を持参して下さい。ただし、入札者又

はその代理人若しくは入札者の社員等で、当該入札に対する他の入札者の代理

（二重代理）はできません。 

オ 入札書を提出後に、取消し及び変更等を行うことはできません。 

カ 次のような入札は無効になります。 

（ア） 入札資格のない者の入札（代理人で委任状がない場合等） 

（イ） 不当な価格のつり上げ又は他の者の落札を妨げることを目的として談合し

たと認められる者の入札 

（ウ） 入札書の記載事項及び入札金額が不明又は不明瞭な入札書 

(ｴ) 入札金額（親金額）が訂正された入札書 

（オ）  会杜名及び氏名の記入並びに押印されていない入札書（訂正箇所の押印を

含む。） 

（カ） 錯誤入札を申し出て、相当な理由があるものと契約担当官が認めたもの以

外の入札 

（キ） 公告及び入札通知書の条件と異なる入札（例：見本提示の条件で見本を提

出していない入札及び見本や規格が異なる入札） 

（ク） 同一事項について、２通以上の入札を同時に提出した場合 

（ｹ） 二重代理による入札 

 (ｺ) 担当者の職務を妨害した者 

 (ｻ) 合意書に基づき、暴力団排除に関する誓約事項に虚偽があった場合又は誓

約事項に反する事態が生じた場合 

５ 工事における入札の実施 

  入札に付する事項が工事である場合、入札金額の内訳を記載した内訳書（以下「工

事費内訳明細書という。」）を提出していただきます。この際特に注意すべき点は次

の項目になります。 

（1） 提出方法 

別紙第１に示す工事費内訳明細書を基準に作成し、公告等に記載されている提

出期限までに、郵送等の手段によりご提出ください。その他、細部実施事項等に

つきましては、別途ホームページ記載の「工事に係る入札心得書 工事にかかる

見積心得書（追加版）」を必ずご確認下さい。 

（2） 提出された工事費内訳明細書に不備がある場合の入札の無効 

工事費内訳明細書は、積算要領及び金額等を適正に記載するものとし、その総

額と入札金額との著しい相違等の不備がある場合は、入札の無効となりますの

でご注意ください。入札の無効となる場合は次のとおりです。 

ア 入札書の提出者名の誤記 

イ 工事件名の誤記 
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ウ 入札金額と工事費内訳明細書の総額に著しい相違がある（単純誤りとは認め

られない相違等） 

エ 工事費内訳明細書の全部又は一部の未提出 

オ 工事費内訳明細書の未記載 

カ 他の入札参加者の内容を入手しての使用 

キ その他著しい不備があると認める場合 

 (3) 入札方法について（開札後の内訳書の点検） 

   工事の入札においては、入札書と工事費内訳明細書の点検を実施いたしますの

で、開札から結果発表まで、若干の時間を要します。点検後、速やかに結果を発

表いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

６ 工事入札における監理技術者又は主任技術者（以下、「監理技術者等」とします。） 

の専任状況を記した書類の提出について 

（1） 書類の定型等について 

公告等で特に示された工事の入札においては、監理技術者等の他の工事の従事 

状況を記した書類を提出していただきます。提出する書類の定型については、入

札説明書（別紙様式第９）を基準とします。 

 (2)  提出書類と異なる場合について 

   提出書類と異なり、監理技術者等の重複が認められたときは、監理技術者等の

所属及び資格者証の保持の確認を行うとともに、提出書類等の内容について、電

話、面接等の方法により確認させていただきます。 

 (3)  専任制違反時の入札の無効について 

   提出書類の内容等により、監理技術者等の従事状況が他の工事と重複する等の

事実が確認された時は、入札を無効とします。その場合、提出書類の差し替えは

認められません。 

 (4)  監理技術者等の他の工事との重複が認められた場合について 

   落札者について、監理技術者等の他の工事との重複が認められたときは、監理

技術者等の所属、資格者証の保持の確認を行い、専任制違反となる事実が認めら

れたときは、契約を締結しません。 

 (5)  提出書類の再確認について 

   落札者については、提出書類等の内容を再確認させていただきます。監理技術

者等の重複が認められた場合においては、監理技術者等の所属及び資格者証の保

持の確認をさせていただくとともに、提出書類等の内容について電話、面接等の

方法により確認をさせていただきます。 

７ 監理技術者等の専任制違反の場合の契約の解除等について 

 監理技術者等について、専任制違反の事実が確認された場合、当隊から契約を解除 

することができるものとします。監理技術者等の交替は、当隊契約担当官が承認し 

た場合を除き、認められません。 

８ 専任制違反に係る確認方法等について 

  専任の監理技術者等を配置する工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第 

２６条第３項に定める工事）について、契約業者は原則としてＣＯＲＩＮＳに登録 
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してください。当隊で監理技術者等の重複、所属及び資格者証等を点検し、疑義情 

報がないかを確認します。監理技術者等としての専任を要する工事相互において、 

重複あるいは所属及び資格者証保持に疑義がある場合は、他工事の発注者と連絡、 

情報交換を行うとともに、疑義情報内容について電話、面接等で確認をさせていた 

だきます。 

なお、確認については、ＣＯＲＩＮＳ登録後、契約業者からＣＯＲＩＮＳより出 

力される書類を提出していただき、当該書類により行う場合があります。 

９ 契約解除以外のペナルティー 

  業務に関し不正又は不誠実な行為をし、装備品等又は役務の調達に係る契約の相

手方として不適当であると認められる場合は、指名停止等を行う場合があります。 

10 見積書の提出 

契約担当官から見積依頼書の送付を受けた方は、その内容を検討し、受注可能な

金額を見積りしたうえで、所定の日時までに見積書を提出して下さい。契約業者の

決定は、契約担当官が見積書を受領し比較検討した後、発注書の送付をもって行い

ます。特に発注についての連絡がない場合は契約締結になりませんので、ご了承下

さい。 

11 同等品による対応について 

  入札（見積）において品目の全部又は一部について同等品にて対応をする場合は、

契約担当官の指定する日時までに同等品確認申請書（基準品と申請品のメーカー、

規格、定価等を記載）と同等品として申請する物品のカタログ等を提出し、審査を

受けなければなりません。 

 

第６章 落札者の決定 

１ 入札における開札の方法は、入札者全員が入札書の提出を終えたことを確認した

後、その場で入札者立会の上で行います。 

２ 入札書に総額及び内訳金額を記載した場合において、両金額間において差異が生

じた場合は、総額が正しいものといたします。 

３ 落札者の決定方法は、開札の結果、契約担当官の作成した予定価格の制限内であ

って、かつ最低価格の入札者をもって落札者と決定します(売り払いについては予定

価格以上で最高価格。以下同じ)。 

４ 前記入札の結果、落札者がない場合は、第１回入札の最低入札価格を発表し、再

び入札を実施します。これを再度入札と言い、再度入札において入札書に記入され

る金額については、前回入札の最低金額より下回る金額でなければなりません。再

度入札において前回入札の最低金額を下回る金額を記入できない場合、辞退票(入札

書金額記載欄に「辞退」と記入願います)を提出していただくことになります。 

５ 再度入札を行っても落札者がない場合は、契約担当官の判断により、再度入札を

行うか、又は入札不調として終了するかを決定いたします。 

なお、入札不調として終了した場合は、最低入札金額者と随意契約に移行し商議

を行うか、又は再検討のうえ後日再び競争入札を実施するか、その判断については

契約担当官が決定いたします。 
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６ 入札又は見積の結果、落札者となるべき同額の者が２名以上ある場合については、

いずれも入札執行の場所にいる場合は直ちにその入札者にくじを引いていただき、

落札者を決定します。 

なお、郵便による入札等によりくじを引けない方がいる場合は、その方に代わっ

て入札事務に関係のない職員がくじを引くこととなります。 

７ 工事又は製造その他の請負契約において、会計法第２９条の６第１項ただし書き

の規定に該当する入札が行われたと契約担当官が判断し、次のいずれかに該当する

ときは、最低価格の入札金額であっても落札者としないことがあります。 

(1)契約担当官が定めた調査基準価格に対し、入札金額が低いことにより、その入札

金額では当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる場

合 

(2)  最低価格の入札者と契約を結ぶことが、公正な取引の秩序を乱すこととなるお

それがあって、著しく不適当であると認められるとき 

８ 前号第１号に該当する場合で、契約担当官が低入札価格調査を行う場合、当該 

入札者は、低入札価格調査に応じるものとします。 

ア 入札者は、契約担当官が入札価格の内訳書等の資料等の提出を求めた場合、 

必要な資料等を提出しなければいけません。 

イ 入札者が、契約担当官が求める資料等を提出しない場合又は提出された資料 

等が不十分である場合は、入札者に対し説明を求めることがあります。 

ウ 入札者が、契約担当官が求める資料等を提出しない場合及び説明に応じない 

場合は、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるものとして落 

札者としない場合があります。 

 

   第７章 契約の締結 

１ 入札においては落札者、見積においては契約担当官から発注の依頼を受けた者が

契約者となります。契約者は、契約の適正な履行と履行上の紛争を避けるため、原

則として、契約書又は請書を作成して提出していただきます。 

ただし、契約金額により契約書及び請書の作成を省略する場合があります。 

２ 契約書の添付書類には、各頁に代表者印をもって割印を押印していただく必要が

あります。 

３ 落札者が契約に応じない場合については、契約予定額の１００分の５以上を違約

金として徴収することとなります。 

４ 公告又は入札通知書又は見積依頼時に契約保証金を免除されている場合を除き、

落札者は直ちに契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を保管金提出書に添え、

当隊会計班に提出願います。 

なお、契約保証金は、契約履行後に返金されます。 

 

第８章 契約の履行並びに監督及び検査 

１ 物品 

物品の購入契約の場合は、納品書３部に所要事項を記入のうえ、納入物品ととも
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に、発注書に示す納地及び納期までに納品し、検査官の検査を受けて下さい。検査

に合格し受領したときをもって、所有権が国に移管されます。納入物品については、

仕様書において特に指定のない限り、新品による納入とします。 

なお、生鮮食料品及び現場において直ちに使用する物品（例：生コンクリート等）

については、納品時間を指定いたしますが、品質の変わらない物品については、契

約日から納期までの間に納入願います。 

 

２ 工事 

工事請負契約の場合は、所用資材の検査を受けた後、工事場所において工期まで

に工事を完成していただきます。施工間については、契約担当官が任命した監督官

が現場で監督指示いたしますので、細部について調整願います。 

なお、工事が完了したときは、竣工届を提出して責任者立会のうえ、契約担当官

が任命した検査官の検査を受けて下さい。検査の結果不合格となった場合は、不具

合箇所を是正し、工期までに再度検査を受け合格するよう処置願います。 

３ 修理 

修理契約において基地内で修理作業を実施する場合については、契約担当官から

指定された場所にて実施願います。事業所等に持ち帰り実施する場合については、

現物の受領書を提出してから持ち出しを行って下さい。その他については工事の場

合とほぼ同様です。 

４ 不用物品売払 

（1） 不用物品売払契約の場合は、契約保証金を免除されている場合を除き、落札決

定した日に契約保証金として契約金額の１００分の１０を保管金提出書に添えて

当隊会計班に納入して下さい。 

（2) 契約金額(契約保証金を支払っている場合はその差額) を会計隊に納入してい

ただいた後に、不用物品を引き渡します。 

５ 延滞料 

（1） 都合により納期又は履行期限までに納入又は履行完了できないと判断した場合

は、納期又は履行期限の少なくとも 1 週間前に、速やかに当隊契約班に連絡し、

納期遅延申請書を提出して下さい。 

（2） 天変地異その他業者の責に帰し難い理由以外の事情により納期又は履行期限を

過ぎて納品又は履行完了した場合は、航空自衛隊標準契約条項等の規定により、

納期又は履行期限の翌日から起算して納入又は履行完了した日まで、1 日につき

契約金額の１，０００分の１に相当する金額を延滞料として徴収します。ただし、

その金額が１００円未満である場合は、この限りではありません。 

６ 解約 

契約者が次の事項に該当する場合には、その契約を解除し、違約金として契約金

額の１００分の１０を徴収します。 

（1） 契約者が正当な理由（製造中止等）なく契約の解除を申し出た場合 

（2） 契約者が契約業務を履行しない場合、又はその見込みがない場合 

（3） 監督及び検査に際し、これを妨害し又は不正及び不法な行為があった場合 
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（4） その他、契約条項及び条件に違反した場合 

 

第９章 契約金額の請求と支払い 

１ 契約金額の請求 

（1） 契約物品の受領等の検査又は確認は、納品又は履行完了後１０日以内（工事は

１４日以内）に実施します。その対価の支払は、検査合格又は確認完了後、会計

隊が相手方から適法な請求書を受領した日から、契約書及び請書を作成した場合

は３０日以内（工事は４０日以内）、作成していない場合は１５日以内に支払うこ

ととなっております。検査に合格し引渡し等を完了した場合、速やかに会計隊へ

請求書を提出願います。 

（2） 単価契約の場合は、翌月に当月分をとりまとめて請求願います。 

２ 契約金額の支払い 

当隊では、支払事務の迅速かつ安全性を期するため、原則として銀行振込で行っ

ております。初めて契約された方又は口座名等を変更される方は、請求書に銀行振

込依頼書を添付して提出して下さい。 

 

第１０章 暴力団の排除 

１ 誓約事項 

  相手方は、入札又は契約に際し、「防衛省が行う公共事業等からの暴力団排除の推

進に関する合意書」（平成２３年４月１５日）に基づき、入札書又は見積書の提出を

もって、誓約事項（別紙第２「暴力団排除に関する誓約事項」）のとおり誓約したも

のとします。 

２ 誓約を拒否する者への措置 

  前項の誓約を拒否するものがあるときは、その者を入札に参加させず、又は随意

契約の相手方としないこととします。 

３ 相手方は、合意書に基づき自ら又は下請負者等が、別紙第３「暴力団が実質的に 

経営を支配する者又これに準ずる者（以下、「排除対象者」という。」）による不当介

入を受けたことを認知した場合には、ただちに警察への通報及び捜査上必要な協力

を行うこと、並びに契約担当官へ別紙様式「排除対象者による不当介入の概要」に

より報告を行うものとします。  

 

第１１章 サプライチェーン・リスクへの対応 

１ 契約物品（試作品、寄託品を含む。）の取得を伴う調達に係るサプライチェーン・

リスクへの対応 

ア 機能・性能 

契約物品（試作品、寄託品を含む。）は、情報漏えい若しくは破壊又は機能の不 

正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。以 

下「障害等リスク」という。）が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べ 

きソースコード、プログラム、電子部品、機器等（以下「ソースコード等」とい 

う。）の埋込み又は組込み、その他、官の意図せざる変更が行われていないもので 
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なければいけません。 

 イ 品質管理 

(ｱ)  契約物品（試作品、寄託品を含む。）は、障害等リスクが潜在すると契約の 

相手方が知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込み、その他、

官の意図せざる変更が行われない相応の管理、その他の契約の相手方（下請負

者、再委託先等を含む。）による適正な品質管理の下で製作されたものであって、

その品質を保証されたものでなければいけません。   

(ｲ)  製造請負等の実施にあたり、契約の相手方（下請負者、再委託先等を含む。）

は、官給品等について（ｱ）の品質管理と同等の管理を行うものとし、障害等リ

スクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込み、

その他、官の意図せざる変更を行わないものとします。 

２ 役務（調査、研究を含む）の調達に係るサプライチェーン・リスクへの対応 

  役務（調査、研究を含む）の実施にあたり、契約の相手方（下請負者、再委託先

等を含む。）は、契約物品（試作品、寄託品を含む。）又は官給品等について、情報

の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスクが潜在すると知り、又は知り得べきソー

スコード等の埋込み又は組込み、その他、官の意図せざる変更を行わず、かつ、そ

のために必要な相応の管理を行うものとします。 

 

第１２章 雑則 

１ 人権尊重の取組 

  相手方は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」 

（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施 

策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとします。 

２ この心得に明示していない事項、又は契約について疑義を生じた場合は、契約担 

当官の指示するところに従うものとします。 
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別紙第１ 

 

 

 

工事費内訳明細書 

 

令和  年  月  日 

契約担当官 

航空自衛隊第１１飛行教育団 

会計隊長  ○ ○ ○ ○ 

 

住    所 ○○市○○町○○番○号  

商号又は名称 株式会社 ○○○○    

代表者 氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印  

 

 

工 事 名 ○○○○工事（例：道路改良工事） 

 

工 種 等 金額（円） 

道路改良 Ａ 

 土工 ａ 

 法面工 ｂ 

 擁壁工 ｃ 

 雑工 ｄ 

直接工事費 Ａ（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ） 

共通仮設費 Ｂ 

現場管理費 Ｃ 

一般管理費 Ｄ 

工事価格 Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ 
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                別紙第２ 

                                                                         

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当

しません。また、将来においても該当することはありません。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

  また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含

む。）。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一

覧表）及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲で

の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１  契約の相手方として不適当な者 

(1)  法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等 （個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所 （常時契約を締結する事務所をいう。）の代

表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい

う。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害 

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな 

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし 

ているとき 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２  契約の相手方として不適当な行為をする者 

(1) 暴力的な要求行為を行う者 

（2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為を行う者 

（5) その他前各号に準ずる行為を行う者 

   

 上記事項について、入札書（見積書）の提出をもって誓約いたします。 
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別紙第３ 

 

暴力団が実質的に経営を支配する者又これに準ずる者 

 

１  「暴力団が実質的に経営を支配する者」とは、次に該当する者をいう。 

   法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、理

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ）であるとき 

 

２  「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

（１） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（２） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき  
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別紙様式 

 年  月  日 

（契約担当官等名） 

 殿 

                    住 所 

会社名 

代表者名 

 

排除対象者による不当介入の概要 

 

貴（契約担当官等名）が発生した公共事業等において排除対象者による不当介入を

受けたため、〇〇警察へ通報を行ったことと併せて、下記のとおり報告いたします。 

 

 

契約機関等 

（部課等名まで記入） 

 

 

 調達要求番号等 
 

 

 品 名・ 数量 
 

 

 契 約 金 額 
 

 

 不当記入に係る 

行為者 

住所 

氏名 

発生日時・場所 
 

 

 

不当介入の内容 

・被害の状況 

 

 

 

警察への通報、 

捜査上必要な 

協力についての 

対応状況 

 

 

その他の特記事項 
 

注 記入要領は、付紙のとおり。 



－１６－ 

付紙 

記入要領 

 

別紙様式の各項目について、次の要領より記入する。 

 

１ 住所、会社名及び代表者名については、契約書記載の内容とする。 

 

２ 「契約機関等」の欄には、当該契約締結の機関名（部課等名まで）を記入する。 

 

３ 「調達要求番号等」の欄には、調達要求書記載の「調達要求番号」又は契約書 

記載の「契約番号」等を記入する。 

 

４ 「品名・数量」の欄には、契約書に記載の「品名」又は「件名」等を記入する。 

 

５ 「契約金額」の欄には、契約金額及び変更契約をした場合は変更契約金額を記 

入する。 

 

６ 「不当介入に係る行為者」の欄には、（住所・氏名）を記入する。 

 

７ 「発生日時・場所」の欄には、不当介入を受けた日時・場所を記入する。 

 

８ 「不当介入の内容・被害の状況」の欄には、不当介入を受けた事実内容を詳細 

に記入する。また、不当介入により被害を受けた場合はその事実内容を詳細に記

入する。 

 

９ 「警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況」の欄には、通報先の 

警察名、通報日時、捜査上必要な協力を行った場合はその内容を詳細に記入する。 

 

10 「その他特記事項」の欄には、経緯等を把握する上で必要な事項があれば記入 

する。 

 

 

   


